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４ 従事者の状況 

 

（１）職種別常勤換算従事者数 

 居宅サービス事業所の常勤換算従事者数は、訪問系サービスでは、訪問介護 162,753 人、通所

系サービスでは、通所介護 198,526 人となっている。 

また、介護保険施設の常勤換算従事者数は、介護老人福祉施設 261,179 人、介護老人保健施設

183,152 人、介護療養型医療施設 73,457 人となっている。（表 17） 

 

表 17 職種別にみた常勤換算従事者数 

（単位：人） 平成20年10月１日現在

介護老人
保健施設

医療施設

 総　数 162 753 9 054 28 110 198 526 34 441 27 002 118 825 69 783 115 430 261 179 183 152 73 457 

(172 753) (9 295) (27 071) (188 235) (32 437)  (26 770) (104 628) (52 239) (107 724) (250 451) (177 900) (81 779) 

 医師 … … …  156 1 742 1 844  919 … … 1 200 3 748 5 183 

 看護師 … 1 407 21 057 11 156 1 690 2 578 4 830 4 098 1 855 10 301 14 792 11 264 

 准看護師 … 1 651 2 549 13 531 1 997 1 927 5 847 3 368 2 454 11 518 20 209 14 988 

 機能訓練指導員 … … … 12 000 … … 2 570 1 324 … 4 474 … … 

 理学療法士 … … 2 021  687 2 502 2 428  208  118 …  350 4 229 2 749 

 作業療法士 … …  990  405 1 898 1 263  145  70 …  260 3 991 1 390 

 言語聴覚士 … …  89  54  346  170  23  11 …  33  670  582 

 柔道整復師 … … …  544 … …  67  57 …  119 … … 

 あん摩マッサージ指圧師 … … … 1 053 … …  254  176 …  548 … … 

 介護支援専門員・計画作成担当者 … … … … … … 2 589 2 389 8 115 6 976 5 135 2 399 

 生活相談員・支援相談員 … … … 29 384 … … 5 029 3 081 … 7 879 5 840 … 

　 社会福祉士（再掲） … … … 3 803 … … 1 350  547 … 2 287 2 367 … 

 介護職員（訪問介護員） 156 236 5 492 … 107 192 24 198 16 747 78 884 46 418 101 173 172 339 98 446 30 494 

　 介護福祉士（再掲） 47 583 1 585 … 28 177 9 836 5 291 34 957 12 792 25 219 81 183 51 232 8 125 

　 介護職員基礎研修課程
   修了者（再掲）

1 508  51 … … … … … … … … … … 

　 ホームヘルパー１級
 　（再掲）

12 247  252 … … … … … … … … … … 

　 ホームヘルパー２級
 　（再掲）

83 839 2 891 … … … … … … … … … … 

　 ホームヘルパー３級
 　（再掲）

 576  25 … … … … … … … … … … 

 障害者生活支援員 … … … … … … … … …  33 … … 

 管理栄養士 … … …  920 … … 2 119 … … 4 720 3 605 1 565 

 栄養士 … … … 1 214 … … 1 180 … … 1 959 1 017  641 

 歯科衛生士 … … …  183  67  46 … … … … … … 

 調理員 … … … 10 558 … … 6 425 … … 14 513 6 161 … 

 その他の職員 6 517  504 1 405 12 233 … … 8 434 9 104 6 142 20 554 14 396 … 

注：１）( )内は平成19年10月１日現在の常勤換算従事者総数である。

　　２）従事者数は調査した職種であり、調査した職種以外は「…」とした。

　　３）（介護予防）短期入所生活介護には空床利用型の従事者を含まない。

　　４）介護療養型医療施設には介護療養病床を有する病棟の従事者を含む。

　　５）看護師には保健師及び助産師を含む。

　　６）※は機能訓練指導員の再掲である。

　　７）＊は介護職員の再掲である。

　　８）介護予防のみ行っている事業所は対象外とした。

　　９）職種については抜粋であり、詳細な職種については21～23頁の統計表２を参照。
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（２）居宅サービス事業所の１事業所当たり常勤換算看護・介護職員数 

    １事業所当たりの常勤換算看護・介護職員数をみると、訪問系サービスでは、訪問介護は 7.6人、

通所系サービスでは、通所リハビリテーションは 7.6 人となっている。 

    ９月中の常勤換算看護・介護職員１人当たり延利用者数をみると、訪問系サービスでは、訪

問介護が 89.4 人、通所系サービスでは、通所リハビリテーションが 72.6 人となっている。 

（表 18） 

 

表 18 居宅サービス事業所の種類別にみた常勤換算従事者数の状況 

（単位：人）

平成20年 平成19年 平成20年 平成19年 平成20年 平成19年

 居宅サービス事業所

（訪問系）

　 訪問介護 7.9 8.3 7.6 7.8 89.4 82.5

 　訪問入浴介護 4.5 4.5 4.3 4.2 35.5 32.4

　 訪問看護ステーション 5.2 5.0 4.3 4.3 75.0 70.0

（通所系）

　 通所介護 8.9 9.0 5.9 5.9 72.2 66.9

 　通所リハビリテーション 9.6 9.3 7.6 7.4 72.6 69.0

　 　介護老人保健施設 10.0 9.8 8.1 7.9 76.6 73.7

　 　医療施設 9.0        8.7        7.1        6.9        67.3       63.2       

（その他）

　 短期入所生活介護 17.2 15.7 13.0 11.8 27.8 29.3

　 認知症対応型共同生活介護 12.4 12.2 10.9 10.8 ･ ･ 

　 特定施設入居者生活介護 24.3 20.0 18.2 17.1 ･ ･ 

　 福祉用具貸与 4.0 3.8 ･ ･ ･ ･ 

 居宅介護支援 2.6 2.5 ･ ･ ･ ･ 

注：１）短期入所生活介護には空床利用型の従事者を含まない。

　　２）「１事業所当たり常勤換算従事者数」「１事業所当たり常勤換算看護・介護職員数」は、従事者数不詳の事業所を除いて算出した。

　　３）「９月中の常勤換算看護・介護職員１人当たり延利用者数」は、従事者数不詳又は延利用者数不詳の事業所を除いて算出した。

　　４）看護・介護職員とは保健師、助産師、看護師、准看護師、介護職員のことである。

各年10月１日現在

１事業所当たり
常勤換算従事者数

１事業所当たり
常勤換算看護・介護職員数

９月中の常勤換算
看護・介護職員

１人当たり延利用者数

 
 

（3）介護保険施設の常勤換算看護・介護職員１人当たり在所者数 

介護保険施設の常勤換算看護・介護職員１人当たりの在所者数をみると、介護老人福祉施設は

2.1 人、介護老人保健施設は 2.2 人となっている（表 19）。 

 

表 19 介護保険施設の常勤換算看護・介護職員１人当たり在所者数 

（単位：人）

平成20年 平成19年 平成20年 平成19年

看護・介護職員 2.1 2.2 2.2 2.2

看護職員 19.1 19.5 8.3 8.4

介護職員 2.4 2.5 3.0 3.0

各年10月１日現在

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

看護・介護職員の配置基準

○介護老人福祉施設の介護職員・看護職員

「常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに

一以上とすること。」

○介護老人保健施設の看護・介護職員

「常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに

一以上（看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の七分の二程

度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度を

それぞれ標準とする。）」

○介護療養型医療施設（療養病床を有する病院）の看護職員

「常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数

が六又はその端数を増すごとに一以上」

○介護療養型医療施設（療養病床を有する病院）の介護職員

「常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数

 


